
（独）北方領土問題対策協会の第５期中期計画（案）について 

 

 主務大臣（内閣総理大臣及び農林水産大臣）が指示した「中期目標」を踏まえ、北方領土

問題対策協会が「中期計画」（中期目標を達成するための計画）を作成し、主務大臣が認可を

行う必要がある。 

 

 （独）北方領土問題対策協会は、中期目標管理法人として、公共性の高い業務を担う組織

であり、中期目標で指示された業務の達成に向け、業務を確実に実施することが求められて

いる。 

中期計画は主務大臣より指示された中期目標を達成するための具体的な計画であり、「中期

計画」の記載は「中期目標」をより具体的にしたものであるため、記載内容は概ね同一の内

容である。 

  

【中期目標と中期計画で異なっている箇所】 

 ・中期計画予算、収支計画、資金計画の具体案の作成 

 ・短期借入金の限度額 

 ・施設及び設備に関する計画（啓発施設の整備改修等）の定め     等 

資料２－１ 
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主な内容 指標

■　北方領土返還要求運動の中核を担う方々の一層の高
齢化を踏まえ、広く国民一般の北方領土問題に対する関心
と理解を得て、今後の返還運動の裾野を広げ、国民運動と
しての活性化を図る

■　後継者育成の強化、啓発の効果が相対的に及んでい
なかった世代の関心や理解の底上げに重点を置く。特に、
相対的に関心度が低い若年層への情報発信に取り組む。

■　事業の有効性や費用対効果の検証を行い、その結果
に基づき、既存事業の廃止や新規事業の創設、職員の関
与の合理化を含む改善・効率化を実施

－

■　北方領土返還要求運動に係る取組について、若年層な
ど参加者の裾野の拡大や、取組の波及効果の増大に重点
を置く

■　北方領土返還要求全国大会について、運動における中
核的な行事と捉え、大会の成果の効果的な情報発信などを
通じ、北方領土問題 に対する国民の関心度や理解度を向
上

■　都道府県等における取組について、取組事例の情報収
集・発信の強化などにより、全国各地の取組の見える化、
地域間の取組の情報共有・連携を推進

■　SNS等による情報発信件数を前中期目標期間最終年
度比20％増
（実績：令和３年度　532件　平成28年度　205件）

■　発信に対する読者数を前年度比８％増　前中期目標
期間最終年度比10％増
（実績：令和３年度読者数　Twitter112,392件、
Facebook13,272件、Instagram274件　平成28年度読者数
Twitter10,900件、Facebook5,955件）

■　発信に対する反応数を前年度比増

独立行政法人北方領土問題対策協会の第５期中期計画（概要）（案）

①　北方領土返還要求運動の推進

項目

(1)　国民世論の啓発

１　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の
向上に関する目標を達成するためにとるべき措置
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主な内容 指標項目

■　全国の青少年が北方領土問題に対する積極的な意見
交換を行う機会づくりやその成果の発信強化などにより、青
少年の主体的な問題意識や活動への参加意欲を醸成

■　学習指導要領の改訂を踏まえ、協会が作成する学習教
材集の利活用、教育関係者による指導方法に関する研究
や情報共有、その実践などを促進

■　県民大会等への若年層の参加割合増加のための仕
組みを構築、若年層の参加割合について前中期目標期間
年度平均最終年度の水準を上回る
（実績：平成30年度～令和３年度平均　25％　平成28年度
20％）

■　全国の青少年が主体的に意見交換を行う事業を毎年
度実施

■　協会作成の学習教材集のダウンロード数を前年度比
増
（実績：令和３年度　2.3万件　平成29年度1,406件）

■　北方領土問題に関する情報発信を大胆に強化すること
により、北方領土問題に触れる機会を提供

■　情報発信の対象は若年層に重点化

■　ＳＮＳの活用を始め発信ツールの多様化・高度化に積
極的に対応するなど、効果的な発信方法を不断に検討

■　四島交流事業等使用船舶の利活用を通じ、北方領土
問題に関する関心や理解を広げるための取組を促進

■　毎年度新たに民間企業等から協会の取組への協力を
得る

■　啓発施設（北方館、別海北方展望塔及び羅臼国後展
望塔）の集客数について前中期目標期間の新型コロナウ
イルス感染症により集客数が減少した令和２、３年度を除
いた年度平均水準を上回る
（実績：平成30年度及び令和元年度の平均　北方館14.6
万人、別海北方展望塔7.6万人、羅臼国後展望塔3.4万人
平成25～28年度平均：北方館13.8万人、別海北方展望塔
7.4万人、羅臼国後展望塔2.9万人）

■　四島交流事業等使用船舶の利活用を通じ、北方領土
問題に関する関心や理解を広げるための取組を促進

■　北方四島在住ロシア人と元島民、返還運動関係者等と
の相互交流を着実に実施

■　国民世論の啓発への波及効果を高める観点から、国民
一般の北方領土問題に関する関心や理解を広げる上で有
益な者の参加や交流プログラムの工夫を図るとともに、事
業成果について継続的情報発信、事業参加者による事後
活動を推進

■　交流プログラムについては、学術・文化・スポーツなど
の専門家・団体とも連携し、相互理解の一層の増進につな
がる内容とする

■　毎年度の事業の課題と改善策をとりまとめて内閣府に
報告・改善

(２)　四島交流事業

②　青少年や教育関係者に対する啓発

③　国民一般に対する情報発信

■　各事業の適切な実施
■　各交流事業に関する積極的な情報発信を行うため、
協会は従来よりも多様な媒体を用いた発信など、より多く
の国民の関心を喚起するための工夫を行う。また、事業に
関連する情報発信が一事業あたり協会から100件以上、
参加者（50人を想定）から300件以上行われるよう、協会は
必要な措置を講ずる。　（一事業あたり550件以上）
（実績：平成30年度平均352件、令和元年度平均333件）

■　国民一般の北方領土問題に関する関心や理解を広げ
る上で有益な者の参加
■　相互理解の増進に加え、国民世論の啓発への波及効
果の増大にも資する交流プログラムの検討・実施

■　事業参加者による事後活動の発信の仕組みについて
効果検証・改善の実施を検討
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主な内容 指標項目

■　北方領土の現状や問題の経緯などに関する情報・資料
を保有する機関として、北方領土及び北方領土問題の最新
動向を踏まえ、関係機関等の関心の高いテーマを選定し、
調査研究を実施

■　調査結果の積極的な発信・利活用促進

■　これまで行った調査研究の結果や収集した資料を活用
し、一般国民への閲覧、啓発・教育ツールを作成

■　過去に調査研究結果を利活用した者からの評価を今
中期目標期間に実施し、調査研究に反映（元島民の体験
談の記録・収集等を実施）

■　調査研究結果の利活用件数の増加について、前年度
の水準以上を測定し、毎年度測定初年度以上とする
（実績：令和２年度実績：引用数３件、利活用数：266件）

■　調査研究成果について、関係機関へ周知を行う仕組
みの構築、発信

■　これまで行った調査研究の結果や収集した資料を活
用し、一般国民への閲覧、啓発・教育ツールを作成

■　元島民の高齢化の現状を踏まえ、元島民等の返還要
求運動や後継者育成資料収集等の活動に対し、効果的な
実施のための助言を含めた支援を実施

■　自由訪問への支援を着実に実施

■　元島民の活動支援のためきめ細かな助言を実施

■自由訪問を適切に実施

■　北方地域旧漁業権者等の特殊な事情に鑑みた親身の
相談・サービスの実施

■　社会情勢や利用者ニーズ、利用者データに基づき、必
要に応じ、融資メニュー全般の見直しを実施

■　融資対象者の事業の経営と生活の安定に向けた相談
等の件数を前中期目標期間最終年度比増
（実績：令和３年度　497件　平成28年度　405件）

■　金融再生法開示債権比率を、委託機関の平均比率以
下に抑制
（実績：令和３年度平均　4.11%　）

■　融資メニューの見直しの適切な実施

■　理事長が職員に対して法人のビジョンを明確に発信

■　事業の効果検証、廃止・新規立上げを含めた業務の改
善、人員配置の見直し、職員の関与の合理化を含む改善・
効率化を実施

■　毎年度、各事業のPDCAサイクルを実効的に機能させ
る

■　委託事業は内容・効果検証に主体的に関与。助成事業
も事後的なチェックを着実に実施

－(１)　業務の見直し

２　業務運営の効率化に関する目標を達成するためにと
るべき措置

(４)　元島民等の援護

(５)　北方地域旧漁業権者等への融資

(３)　調査研究
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主な内容 指標項目

■　運営費交付金を充当する業務について、一般管理費
（人件費、公租公課、事務所賃借料及び一時経費を除く。）
を５年間で７％削減

－

■　役職員の給与水準については、適正化に計画的に取り
組み、検証結果や取組状況を公表

■　職員の勤務成績を給与等に反映し、職員の士気向上・
効率的な業務運営を図る

－

■　調達合理化計画の着実な実施

■　競争性、透明性が確保される方法による一般競争入札
の実施

■　啓発事業の受託先に対しても事業の目標を設定

－

■　収益化単位の業務ごとの予算と実績の管理体制強化 －

■　監事機能の実効性の向上等の内部統制の充実 －

■　デジタル化による業務運営の効率化 －

■　中期計画予算（令和５年度～令和９年度）（単位：百万円）

－

　■　一般業務勘定　年間５千万円、貸付業務勘定　年間14
億円

－

該当なし －

　■　長期借入金の借入先金融機関に対し、基金資産10億
円を担保に供する。

－

　■　職員の研修機会の充実、分かりやすい情報提供の充
実等に充当。

－

６　重要な財産の処分等に関する計画

７　剰余金の使途

３　予算、収支計画及び資金計画

４　短期借入金の限度額

５　不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産
がある場合には、当該財産の処分に関する計画

(６)　内部統制の充実・強化

(５)　財務内容の改善

(２)　業務運営の効率化に伴う経費節減等

(３)　給与水準の適正化

(４)　調達の合理化等

(７)　デジタル化による業務運営の効率化

収入 7,142 （7,103）

うち運営費交付金 5,952 （5,842）

うち貸付事業費補助金 739 （714）

うち貸付金利息収入 94 （198）

支出 7,142 （7,103）

うち北方対策事業費 4,915 （4,962）

うち貸付業務関係経費 286 （397）

うち人件費 1,380 （1,202）
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主な内容 指標項目

■　啓発施設について、業務実施上の必要性及び当該施
設の老朽化等に伴う施設の整備改修等を適宜実施。

－

■　人事・労務管理について、職員の意向もより踏まえた柔
軟な人員配置を通じたキャリア形成や計画的な人材の確
保・育成の取組推進

－

■　中期目標期間中の業務を効率的に実施するために、次
期中期目標期間にわたって契約を行うことあり。

－

■文書管理、個人情報保護、情報公開、情報セキュリティ
対策への対応

－

■　温室効果ガス削減の取組実施 －

(３)　中期目標期間を超える債務負担

(４)　公文書管理、個人情報保護、情報公開、情報セ
キュリティ対策

(５)　温室効果ガスの排出の削減

８　その他主務省令で定める業務運営に関する事項

(１)　施設及び設備に関する計画

(２)　人事に関する方針



 

1 

 

独立行政法人北方領土問題対策協会第５期中期計画（第５期中期目標・第５期中期計画（案）・第４期中期計画） 
新旧三段表 

（赤字／下線は変更箇所） 

第５期中期目標 第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

１．政策体系における法人の位置付け及び役割 

我が国固有の領土である歯舞群島、色丹島、国後島

及び択捉島の北方四島は、77 年以上にわたり今もな

おロシアが法的な根拠なく占拠し続けている。 

我が国は、北方四島の帰属の問題を解決して日露

平和条約を締結することを一貫した基本方針として

おり、首脳間の協議を始め、外交努力が重ねられてき

た。 

粘り強い外交交渉には、北方領土問題の解決を求

める国民世論の結集が不可欠であり、国民運動の一

層の高揚と裾野の拡大が求められている。 

そうした中で、独立行政法人北方領土問題対策協

会（以下「協会」という。）は、国民世論の啓発、四

島交流事業、元島民の援護、北方地域旧漁業権者等へ

の融資等について、その政策実施機関として具体的

な事業に取り組み、北方領土問題の解決の促進等を

図っていく使命を負うものである。 

現在、北方領土問題については、日露関係の動き

や、平均 87 歳を超えた元島民の一層の高齢化など、

大きな変化の時期を迎えている。 

協会が、理事長のリーダーシップの下、そうした情

勢変化を的確に見極め、知恵を絞り、政策目的や目標

に立ち返って大胆かつ不断に取組の改善を重ねると

ともに、政府の方針に基づき機動的な対応を可能と

する体制の整備を図りながら、政策実施機関として

 

独立行政法人北方領土問題対策協会（以下「協会」

という。）は、令和５年４月１日から令和 10 年３月

31 日までの期間における中期目標を達成するための

中期計画を次のとおり定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

独立行政法人北方領土問題対策協会（以下「協会」

という。）は、平成 30 年４月１日から平成 35 年３月

31 日までの期間における中期目標を達成するための

中期計画を次のとおり定める。 
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第５期中期目標 第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

の機能を最大化することを主眼として、この目標を

定める。 

 （別添）政策体系図 

 

２．中期目標の期間 

中期目標の期間は、令和５年４月１日から令和 10

年３月 31日までの５年間とする。 

 

３．国民に対して提供するサービスその他の業務の

質の向上に関する事項  

以下のとおり、各業務（一定の事業等のまとまり ）

における目標を定める。このほか、個別の事業・業務

のＰＤＣＡサイクルを実効的に機能させるために必

要な指標については、「４．業務運営の効率化に関す

る事項（１）業務の見直し」に定める初年度における

業務の見直しの中で併せて検討した上で、各年度の

実施計画等において設定することとし、毎年度、その

達成度を検証する。 

 

（１）国民世論の啓発 

北方領土返還要求運動の中核を担う方々の一

層の高齢化を踏まえ、広く国民一般の北方領土

問題に対する関心と理解を得て、今後の返還運

動の裾野を広げ、国民運動としての活性化を図

るという観点から、本中期目標期間中に目に見

える効果を上げる。そのため、全国における活動

の推進、青少年及び教育関係者に対する啓発等

を通じた運動の担い手としての後継者育成の強

 

 

 

 

 

 

 

 

１．国民に対して提供するサービスその他の業務の

質の向上に関する目標を達成するためにとるべき

措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）国民世論の啓発 

北方領土返還要求運動の中核を担う方々の一

層の高齢化を踏まえ、広く国民一般の北方領土

問題に対する関心と理解を得て、今後の返還運

動の裾野を広げ、国民運動としての活性化を図

るという観点から、本中期目標期間中に目に見

える効果を上げる。そのため、全国における活動

の推進、青少年及び教育関係者に対する啓発等

を通じた運動の担い手としての後継者育成の強

 

 

 

 

 

 

 

 

１．国民に対して提供するサービスその他の業務の

質の向上に関する目標を達成するためにとるべき

措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）国民世論の啓発 

北方領土返還要求運動の中核を担う方々の一

層の高齢化を踏まえ、広く国民一般の北方領土

問題に対する関心と理解を得て、国民運動とし

ての運動を活性化する観点から、本中期目標期

間中に目に見える効果を上げていく必要があ

る。そのため、全国における活動の推進、青少年

及び教育関係者に対する啓発等を通じた運動の

担い手としての後継者育成の強化に加え、これ
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第５期中期目標 第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

化に加え、これまで啓発の効果が相対的に及ん

でいなかった世代の関心や理解の底上げを図る

ことに重点を置く。特に、相対的に関心度が低い

若年層への情報発信に徹底的に取り組む。また、

民間企業等と連携した取組も進める。 

  その前提として、ＰＤＣＡサイクルの実効性

を確保し、効果的な事業を実施するため、国民一

般の北方領土問題に対する関心度や理解度など

を定量的に把握することが重要である。令和３

年３月に内閣府が実施した「新たな時代におけ

る北方領土返還要求運動の在り方に関する調査

結果」においては、啓発事業等に参加した若年層

を対象に、事業参加後の活動継続の状況や今後

の継続意向等を調査したところ、９割以上が継

続意向を示し、６割が何らかの事後活動を行っ

ていたものの、必要な資料や情報の提供、発信方

法のサポートなどのフォローが必要である等の

改善点も判明した。このような調査等も勘案し、

内閣府と連携しつつ、事業の有効性や費用対効

果の検証を行い、その結果に基づき、既存事業の

廃止や新規事業の創設、職員の関与の合理化を

含む改善・効率化を徹底的に行う。 

 

   ① 北方領土返還要求運動の推進 

     全国各地の大会、署名活動、北方領土に触

れる機会を提供する企画など北方領土返還

要求運動に係る取組については、若年層な

ど参加者の裾野の拡大や、取組の波及効果

化に加え、これまで啓発の効果が相対的に及ん

でいなかった世代の関心や理解の底上げを図

る。特に、相対的に関心度の低い若年層への情報

発信に徹底的に取り組む。 

取組の前提として、ＰＤＣＡサイクルの実効

性を確保し、効果的な事業を実施するため、国民

一般の北方領土問題に対する関心度や理解度な

どを定量的に把握することが重要である。令和

３年３月に内閣府が実施した「新たな時代にお

ける北方領土返還要求運動の在り方に関する調

査結果」等を勘案し、内閣府と連携しつつ、初年

度において事業の有効性や費用対効果の検証を

行い、その結果に基づき、既存事業の廃止や新規

事業の創設、職員の関与の合理化を含む改善・効

率化を徹底的に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 北方領土返還要求運動の推進 

全国各地の大会、署名活動、北方領土に触れ

る機会を提供する企画など北方領土返還要求

運動に係る取組については、若年層など参加

者の裾野の拡大や、取組の波及効果の増大に

まで啓発の効果が必ずしも十分に及んでいなか

った世代、地域などについて、その関心や理解の

底上げを図る。特に若年層への情報発信に徹底

的に取り組む。 

   取組の前提として、ＰＤＣＡサイクルの実効

性を確保し、効果的な事業を実施するため、国民

一般の北方領土問題に対する関心度や理解度、

運動への参加意欲、それらへの協会事業の寄与

度などを測定する調査を初年度に実施し、この

ほか、中期目標期間中に少なくとも２回の調査

を実施する。 

また、内閣府と連携しつつ、初年度において事

業の有効性や費用対効果の検証を行い、その結

果に基づき、既存事業の廃止や新規事業の創設、

職員の関与の合理化を含む改善・効率化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ① 北方領土返還要求運動の推進 

    全国各地の大会、署名活動、北方領土に触れ

る機会を提供する企画など北方領土返還要求

運動に係る取組については、若年層など参加

者の裾野の拡大や、取組の波及効果の増大に
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第５期中期目標 第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

の増大に重点を置く。 

     北方領土返還要求全国大会については、

運動における中核的な行事と捉え、大会の

成果の効果的な情報発信などを通じ、北方

領土問題に対する国民の関心度や理解度を

高める。 

     都道府県等における取組の推進について

は、取組事例の情報収集・発信の強化などに

より、全国各地の取組の見える化、地域間の

取組の情報共有・連携を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点を置く。   

各年度における県民大会等各地の事業への

参加者について、若年層の参加割合増加のた

めの仕組みを構築し、本中期目標期間第２年

度から段階的に実施する。 

また、各年度における県民大会等各地の事

業への若年層の参加割合が前中期目標期間の

年度平均の水準を上回るよう、各都道府県民

会議と連携し、若年層の参加拡大に向けた対

策を各年度において実施する。 

 

    北方領土返還要求全国大会については、大

会の成果の効果的な情報発信などを通じ、北

方領土問題に対する国民の関心度や理解度の

向上に努める。 

 

 

都道府県等における取組の推進について

は、取組事例の情報収集・発信の強化などに

より、全国各地の取組の見える化、地域間の

取組の情報共有・連携を進める。 

これら北方領土返還要求全国大会や都道

府県等の北方領土返還要求運動に係る取組

その他北方領土問題等に関するＳＮＳ等に

よる情報発信については、各年度の情報発信

の件数を前中期目標期間最終年度比 20％増

とする。また、ＳＮＳ等による情報発信の読

者数は各年度８％増、反応数は前年度比増と

重点を置く。 

 

 

 

 

    各年度における県民大会等各地の事業への

若年層の参加者の割合及び初めての参加者の

割合が前中期目標期間最終年度の水準を上回

るよう、各都道府県民会議と連携し、若年層の

参加及び初めての参加の拡大に向けた対策を

各年度において講ずる。 

    北方領土返還要求全国大会については、協

会における一連の運動の推進及び啓発の取組

に活かす観点から、協会の関与の在り方の見

直し、大会の成果の効果的な情報発信などを

通じ、北方領土問題に対する国民の関心度や

理解度の向上に努める。 

都道府県等における取組の推進について

は、取組事例の情報収集・発信の強化などによ

り、全国各地の取組の見える化、地域間の取組

の情報共有・連携を進める。 

これら北方領土返還要求全国大会や都道

府県等の北方領土返還要求運動に係る取組

その他北方領土問題等に関するＳＮＳ等に

よる情報発信については、各年度の件数を前

中期目標期間最終年度比 20％増とする。ま

た、ＳＮＳ等による情報発信の読者数又は反

応数（媒体・ツール当たり）については、前
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第５期中期目標 第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

 

 

 

   ② 青少年や教育関係者に対する啓発 

     全国の青少年が、元島民等を交え、北方領

土問題に対する積極的な意見交換を行う機

会づくりやその成果の発信強化などによ

り、青少年の主体的な問題意識や活動への

参加意欲を醸成する。 

     また、学習指導要領の改訂を踏まえ、協会

が作成する学習教材集の利活用、教育関係

者による指導方法に関する研究や情報共

有、その実践などを促進する。 

    

 

 

 

 

   ③ 国民一般に対する情報発信 

    民間企業等とも連携しながら、北方領土

問題に関する情報発信を大胆に強化するこ

とにより、北方領土問題に触れる機会を提

供し、国民一般の関心と理解を広げる。その

際、情報発信の対象は若年層に重点化する

とともに、地域ごとの特性なども考慮した

発信を行う。ＳＮＳの活用を始め発信ツー

ルの多様化・高度化に積極的に対応するな

ど、効果的な発信方法を不断に検討する。具

するよう努める。 

 

 

  ② 青少年や教育関係者に対する啓発 

    返還要求運動の後継者として期待される全

国の青少年を対象に、元島民や隣接地域の地

方自治体等を交え、自ら解決策等を考え、主体

的に意見交換を行う事業を毎年度実施し、そ

の成果の発信強化などにより、問題の関心と

理解を深め、主体的な問題意識や活動への参

加意欲の醸成を図る。 

    学習指導要領の改訂を踏まえ、教育関係者

による指導方法に関する研究や情報共有など

を促進するとともに、協会が作成している学

習教材集の利活用を促進し、当該学習教材集

のダウンロード数を前年度比増とするよう努

める。 

    

  ③ 国民一般に対する情報発信 

    広く国民が北方領土問題に触れる機会を提

供し、国民一般の問題への関心と理解を広げ

るため、情報発信を大胆に強化する。その際、

情報発信の対象は若年層に重点化するととも

に、地域ごとの特性なども考慮した発信を行

う。ＳＮＳの活用を始め発信ツールの多様化・

高度化に積極的に対応するなど、効果的な発

信方法を不断に検討する。具体の情報発信に

当たっては、訴求対象を明確にした上で、それ

中期目標期間最終年度比 10％増とするよう

努める。 

 

  ② 青少年や教育関係者に対する啓発 

    返還要求運動の後継者として期待される全

国の青少年を対象に、元島民や隣接地域の地

方自治体等を交え、自ら解決策等を考え、主体

的に意見交換を行う事業を毎年度実施し、そ

の成果の発信強化などにより、問題の関心と

理解を深め、主体的な問題意識や活動への参

加意欲の醸成を図る。 

    学習指導要領の改訂を踏まえ、教育関係者

による指導方法に関する研究や情報共有など

を促進するとともに、協会が作成している学

習教材集の利活用を促進し、当該学習教材集

のダウンロード数を前年度比増とするよう努

める。 

    

  ③ 国民一般に対する情報発信 

    広く国民が北方領土問題に触れる機会を提

供し、国民一般の問題への関心と理解を広げ

るため、情報発信を大胆に強化する。特に、情

報発信の対象として若年層を重点化するとと

もに、地域ごとの特性なども考慮した発信を

図る。具体の情報発信に当たっては、訴求対象

を明確にした上で、それに応じた啓発内容や

媒体をきめ細かく検討し、実施する。また、新

たなＳＮＳなどの従来活用していなかった発
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第５期中期目標 第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

体の情報発信に当たっては、訴求対象を明

確にした上で、それに応じた啓発内容や媒

体をきめ細かく検討し、実施する。 

また、四島交流事業等使用船舶の利活用

を通じ、北方領土問題に関する関心や理解

を広げるための取組を促進する。 

 

これらの取組に当たっては、各種啓発事業に

ついて、特に若年層の割合の増加を目指し、これ

まで運動に参加したことのない国民が接しやす

いような啓発の在り方を検討し、実施する。 

また、北方領土隣接地域の事業と連携するな

どにより、北方領土を直接見る機会の増加も含

め、実感を伴った理解の浸透にも取り組む。北方

館等の啓発施設についても、情報発信の強化な

どにより、集客力を向上させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に応じた啓発内容や媒体をきめ細かく検討

し、実施する。 

 

また、四島交流事業等使用船舶の利活用を

通じ、北方領土問題に関する関心や理解を広

げるための取組を促進する。 

 

これらの取組に当たっては、各種啓発事業に

ついて、特に若年層の割合の増加を目指し、これ

まで運動に参加したことのない国民が接しやす

いような啓発の在り方を検討し、実施する。 

また、北方領土隣接地域の事業と連携するな

どにより、北方領土を直接見る機会の増加も含

め、実感を伴った理解の浸透にも取り組む。民間

企業等との連携を進め、内閣府の協力も得つつ、

啓発グッズの設置やイメージキャラクター「エ

リカちゃん」とのコラボレーション、啓発イベン

トの連携など、毎年度、新たに民間企業等から協

会の取組への協力を得られるよう努める。 

 

北方領土を目で見る運動の一環として設置さ

れた北方館、別海北方展望塔及び羅臼国後展望

塔の啓発施設については周辺の観光客の動向な

どの外部環境も踏まえ、情報発信の強化などに

より、各年度の集客数が前中期目標期間の新型

コロナウイルス感染症により集客数が減少した

令和２、３年度を除いた年度平均の水準を上回

るよう努める。 

信ツールを用いるなど、発信ツールの多様化・

高度化への積極的な対応を含め、効果的な発

信方法を不断に検討する。 

   

 

 

 

これらの取組に当たっては、例えば協会の愛

称を定めるなど、これまで運動に参加したこと

のない国民にも接しやすいような啓発の在り方

を検討し、実施する。 

また、北方領土隣接地域の事業と連携するな

どにより、北方領土を直接見る機会の増加も含

め、実感を伴った理解の浸透にも取り組む。民間

企業等との連携を進め、内閣府の協力も得つつ、

啓発グッズの設置やイメージキャラクター「エ

リカちゃん」とのコラボレーション、啓発イベン

トの連携など、毎年度、新たに民間企業等から協

会の取組に対する協力を得られるよう努める。

なお、例えば、先の大戦の関連資料等を保有する

機関などとの連携についても検討する。北方領

土を目で見る運動の一環として設置された北方

館、別海北方展望塔及び羅臼国後展望塔の啓発

施設については周辺の観光客の動向などの外部

環境も踏まえ、情報発信の強化などにより、各年

度の集客数が前中期目標期間の年度平均の水準

を上回るよう努める。 
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第５期中期目標 第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

【指標】 

・ 各種事業の実施効果の検証方法等について検

討を行い、効果検証の結果等に基づき、ＰＤＣＡ

サイクルの実効性を確保する。 

・ 北方領土返還要求全国大会や都道府県等の北

方領土返還要求運動に係る取組その他北方領土

問題等に関するＳＮＳ等による各年度の情報発

信の件数を前中期目標期間最終年度比 20％増と

する。［参考 令和３年度実績：532 件］ 

・ 各年度におけるＳＮＳ等による情報発信につ

いて、読者数各年度８％増、反応数は前年度比増

とする。［参考 令和３年度協会ＳＮＳ読者数：

ツイッター 112,392 件／フェイスブック 

13,272 件／インスタグラム 274 件］ 

・ 各年度における県民大会等各地の事業への参

加者について、若年層の参加割合増加のための

仕組みを構築し、本中期目標期間第２年度から

段階的に実施する。 

・ また、各年度における県民大会等各地の事業

への参加者について、若年層の割合が前中期目

標期間の年度平均の水準を上回るよう、協会は、

若年層の参加の拡大に向けた対策を毎年度実施

する。［参考 平成 30 年度～令和３年度の県民

大会平均：若年層参加割合 25％］ 

・ 全国の青少年が、元島民や隣接地域の地方自

治体等を交え、主体的に意見交換を行う事業を

毎年度実施する。 

・ 協会ＨＰに掲載する学習教材集のダウンロー
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第５期中期目標 第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

ド数を前年度比増とする。［参考 令和３年度の

協会 HP 掲載学習教材集ダウンロード件数：2.3

万件］ 

・ 啓発グッズの設置やイメージキャラクター「エ

リカちゃん」とのコラボレーション、啓発イベン

トの連携など、毎年度新たに民間企業等から協

会の取組への協力を得る。 

・ 北方館、別海北方展望塔及び羅臼国後展望塔

の各年度の集客数について、前中期目標期間の

新型コロナウイルス感染症により集客数が減少

した令和２、３年度を除いた年度平均の水準を

上回るものとする。［参考 新型コロナウイルス

感染症により集客数が減少した令和２、３年度

を除いた実績平均：北方館 14.6 万人、別海北方

展望塔 7.6 万人、羅臼国後展望塔 3.4 万人)］ 

・ 四島交流事業等使用船舶の利活用を通じ、北

方領土問題に関する関心や理解を広げるための

取組を促進する。 

 

［指標設定の考え方］ 

・ 元島民の一層の高齢化を踏まえ、北方領土問

題の解決に向けた意志を次代に引き継ぐために

は、国民運動として運動を活性化していくこと

が重要。取組のＰＤＣＡサイクルを実効的に機

能させるため、北方領土問題の解決に向けた国

民世論が全体としてどの程度形成されている

か、国民一般の理解度や関心度に関連する指標

を設定し、それらの到達度について評価するこ
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第５期中期目標 第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

とを基本とする。また、内閣府が実施した「新た

な時代における北方領土返還要求運動の在り方

に関する調査結果」においては、啓発事業等に参

加した若年層を対象に、事業参加後の活動継続

の状況や今後の継続意向等を調査したところ、

９割以上が継続意向を示し、６割が何らかの事

後活動を行っていたものの、必要な資料や情報

の提供、発信方法のサポートなどのフォローが

必要である等の改善点も判明した。このような

ことから、必要な取組について検討し、指標の追

加・修正等を行う。 

・ また、これまで啓発の効果が相対的に及んで

いなかった世代への啓発の重点化及び元島民の

一層の高齢化に伴い、ＳＮＳ等による情報発信

量や運動への若年層の更なる参加、啓発の波及

効果を高めるための民間企業等との連携に関す

る指標を設定しているほか、協会の取組成果等

が利活用されているかという観点での指標を設

定。 

 

【重要度：高】 

これまで北方領土返還要求運動の中核を担ってき

た元島民の高齢化が一層進む中で、北方領土問題の

解決に向けた強い意志が世代を超えて共有されるこ

とが必要。そのため、あらゆる地域、世代の国民、と

りわけ次代を担う若い世代の北方領土問題に対する

理解を深め、関心を高めていくことが急務であり、目

に見える効果を上げることが必要。 
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第５期中期目標 第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

 

【困難度：高】 

問題への関心が相対的に低い層に情報を届け、関

心と理解の底上げを図ることは容易なことではな

い。北方領土問題に対する関心や理解の度合いなど

は、その時々の社会情勢など外部要因による影響も

想定される。評価においてそうしたことも考慮する

ことを前提に、本中期目標期間においても目に見え

る効果を上げていく必要から、チャレンジングな目

標を設定。 

 

（２）四島交流事業 

   北方領土問題の解決を含む日露間の平和条約

締結問題が解決されるまでの間、相互理解の増

進を図り、問題の解決に寄与するため、関係機

関・団体と連携し、北方四島在住ロシア人と元島

民、返還運動関係者等との相互交流を着実に実

施する。特に、日露関係等の情勢変化に応じた内

閣府等の方針に基づき、体制の整備も含め、機動

的かつ適切に対応する。 

加えて、国民世論の啓発への波及効果を高め

る観点から、国民一般の北方領土問題に関する

関心や理解を広げる上で有益な者の参加や交流

プログラムの工夫を図るとともに、事業成果に

ついての徹底的かつ継続的な情報発信（事業参

加者による積極的な発信の推進を含む。）、事業

参加者による事後活動を推進する。 

交流プログラムについては、参加者のニーズ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）四島交流事業 

   北方領土問題の解決を含む日露間の平和条約

締結問題が解決されるまでの間、相互理解の増

進を図り、問題の解決に寄与するため、関係機

関・団体と連携し、各年度の計画に基づき、各回

の北方四島在住ロシア人と元島民、返還運動関

係者等との相互交流を着実に実施する。特に、日

露関係等の情勢変化に応じた内閣府等の方針に

基づき、体制の整備も含め、機動的かつ適切に対

応する。 

加えて、国民世論の啓発への波及効果を高め

る観点から、国民一般の北方領土問題に関する

関心や理解を広げる上で有益な者の参加や交流

プログラムの工夫を図る。各事業に関連する情

報発信を積極的に行うため、従来よりも多様な

媒体を用いた発信など、より多くの国民の関心

を喚起するための工夫を行う。また、事業に関連

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）四島交流事業 

   北方領土問題の解決を含む日露間の平和条約

締結問題が解決されるまでの間、相互理解の増

進を図り、問題の解決に寄与するため、関係機

関・団体と連携し、各年度の計画に基づき、各回

の北方四島在住ロシア人と元島民、返還運動関

係者等との相互交流を着実に実施する（外部要

因による中止等を除く。）。特に、日露関係等の情

勢変化に応じた内閣府等の方針に基づき、体制

の整備も含め、機動的かつ適切に対応する。 

加えて、国民世論の啓発への波及効果を高め

る観点から、国民一般の北方領土問題に関する

関心や理解を広げていく上で有益な者の参加や

交流プログラムの工夫を図る。また、各事業に関

連する情報を積極的かつ継続的に発信し（協会

による発信に加え、事業参加者による発信も含

む。）、ＳＮＳによる発信であれば一事業当たり
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第５期中期目標 第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

も踏まえつつ、学術・文化・スポーツなどの専門

家・団体とも連携し、相互理解の一層の増進につ

ながる内容とする。 

   毎年度の事業のＰＤＣＡサイクルをより実効

的に機能させるため、関係団体等の意見を聞き

ながら、課題と改善策をとりまとめて内閣府に

報告し、改善の実現を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指標】 

・ 各年度の計画に基づき、各事業を適切に実施

する（日露関係等の情勢変化に応じた内閣府等

の方針に基づき、体制の整備も含め、機動的に対

応することを含む。外部要因により中止される

場合を除く。）。 

・ 各事業に関連する情報発信を積極的に行うた

め、協会は従来よりも多様な媒体を用いた発信

など、より多くの国民の関心を喚起するための

する情報発信が一事業あたり協会から 100 件以

上、参加者（50 人を想定）から 300 件以上行わ

れるよう必要な措置を講ずる。 

交流プログラムについては、参加者のニーズ

も踏まえつつ、学術・文化・スポーツなどの専

門家・団体とも連携し、相互理解の一層の増進

に加え、国民世論の啓発への波及効果の増大に

も資する企画を毎年度検討し、実施する。また、

国民一般の北方領土問題に関する関心や理解

を広げる上で有益な参加者について検討し、そ

れらの者が参加する交流事業を毎年度実施す

る。 

前中期目標期間において構築した、事業参加

者による事後活動について発信する仕組みに

ついて、効果を検証し、改善を実施する。 

毎年度の事業のＰＤＣＡサイクルをより実

効的に機能させるため、関係団体等の意見を聞

きながら、課題と改善策をとりまとめて内閣府

に報告し、改善の実現を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550 件以上（他の方法による発信の場合はこれに

準ずる。）行うよう必要な措置を講ずる。 

 

交流プログラムについては、参加者のニーズ

も踏まえつつ、学術・文化・スポーツなどの専

門家・団体とも連携し、相互理解の一層の増進

につながるとともに、国民世論の啓発への波及

効果の増大にも資する企画を毎年度検討し、実

施する。また、国民一般の北方領土問題に関す

る関心や理解を広げる上で有益な参加者につ

いて検討し、それらの者が参加する交流事業を

毎年度実施する。 

事業参加者の事後活動について発信する仕

組みを検討し、本中期目標期間第４年度からの

本格実施を図る。 

毎年度の事業のＰＤＣＡサイクルをより実

効的に機能させるため、関係団体等の意見を聞

きながら、課題と改善策をとりまとめて内閣府

に報告し、改善の実現を図る。 
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第５期中期目標 第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

工夫を行う。また、事業に関連する情報発信が一

事業あたり協会から 100 件以上、参加者（50 人

を想定）から 300 件以上行われるよう、協会は

必要な措置を講ずる。［参考：平成 30 年度平均

352 件、令和元年度平均 333 件（令和２年度、３

年度は新型コロナウイルス感染症の影響により

事業中止）］ 

・ 国民一般の北方領土問題に関する関心や理解

を広げる上で有益な参加者について検討し、そ

れらの者が参加する交流事業を毎年度実施す

る。 

・ 交流プログラムについて、相互理解の増進に

加え、国民世論の啓発への波及効果の増大にも

資する企画を毎年度検討し、実施する。［参考 

令和３年度実績：０回（平成 30 年度、令和元年

度は各年度１回実施、令和２年度、３年度は新型

コロナウイルス感染症の影響により事業中止）］ 

・ 前中期目標期間において構築した、事業参加

者による事後活動について発信する仕組みにつ

いて、効果を検証し、改善を実施する。 

 

［指標設定の考え方］ 

・ 本事業については、毎年度運用の細部も含め

て事業を検証し、改善を行うこととしているが、

その改善策を講じていく中で、各年度の計画に

基づいて事業を適切に実施していくことが第一

の目標である。特に、本中期目標期間において

は、内閣府等の方針に基づき、日露関係などの情
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第５期中期目標 第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

勢変化に柔軟に対応していくことが肝要。 

・ その上で、相互理解の増進のため、交流プログ

ラムの更なる工夫に関する指標に加え、国民一

般の関心や理解の広がりにもつながるよう、参

加者の事後活動を含めた事業の情報発信の強化

などに関する指標を設定。 

 

（３）調査研究 

   北方領土の現状や北方領土問題の経緯などに

関する情報・資料を保有する機関として、北方領

土や北方領土問題の最新動向を踏まえ、関係機

関等にとって最も関心の高いテーマを選定して

調査研究を実施する。各調査研究成果について

は、積極的に発信し、利活用を促進する。また、

調査研究の結果や収集資料を有機的に組み合わ

せ、一般国民の閲覧に供したり、啓発・教育のた

めのツールとして活用したりできるものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）調査研究 

   北方領土の現状や北方領土問題の経緯などに

関する情報・資料を保有する機関として、北方領

土や北方領土問題の最新動向を踏まえ、関係機

関等にとって最も関心の高いテーマを選定して

調査研究を実施する。その際には、前中期目標期

間に得た、調査研究結果を利活用した者からの

調査研究内容についての評価を踏まえ、今中期

目標期間に実施する調査研究に反映させる。 

前中期目標期間に得た評価の多くが、元島民

の資料収集事業を評価する意見であった。この

ような意見及び元島民の高齢化が進んでいる現

状に鑑み、今中期目標期間においては、元島民の

体験談の記録・収集等を行う。あわせて、本事業

の安定的な実施を確保するための体制整備も行

う。 

   調査研究成果については、積極的に発信し利

活用を推進するとともに、各年度における調査

研究結果の引用・利活用の件数を測定し、前年度

の水準以上とするよう努める。また、調査研究結

果について、県民会議等の返還要求運動に携わ

 

 

 

 

 

 

 

（３）調査研究 

   北方領土の現状や北方領土問題の経緯などに

関する情報・資料を保有する機関として、本中期

目標期間第２年度までに、これまでの調査研究

結果を整理し、一覧化して協会ホームページに

掲載し、それに対するアクセスの利便性向上を

進める。 

北方領土や北方領土問題の最新動向を踏ま

え、関係機関等にとって最も関心の高いテーマ

を選定して調査研究を実施する。調査研究成果

については、積極的に発信しつつ利活用を促進

し、本中期目標期間第３年度までに、調査研究結

果を利活用した者から調査研究内容についての

評価を得る方策の導入を図る。また、各年度にお

ける調査研究結果の引用・利活用の件数を測定

し、その翌年度以降、各年度において最初の測定

年度以上の水準とするよう努める。 
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第５期中期目標 第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

 

 

 

 

【指標】 

・ 前中期目標期間に得た、調査研究結果を利活

用した者からの調査研究内容についての評価を

踏まえ、今中期目標期間に実施する調査研究に

反映させる。 

・ 各年度における調査研究結果の引用・利活用

の件数を測定し、前年度の水準以上とする。［参

考 令和２年度実績：引用数３件、利活用数：266

件］ 

・ 調査研究結果について、県民会議等の返還要

求運動に携わる関係機関等へ周知を行う仕組み

を構築し、積極的に周知を行う。 

・ 調査研究の結果や収集資料等を組み合わせた

啓発資料・教育のためのツールを作成する。 

 

［指標設定の考え方］ 

・ 調査研究の内容が関係機関等において役立つ

ものとなっているか、また、より多く利活用され

ているかという点に関する指標を設定。 

 

（４）元島民等の援護 

   元島民等が置かれている特殊な事情及び元島

民の高齢化が進んでいる現状に鑑み、元島民等

が行う返還要求運動や後継者育成等の活動につ

る関係機関等へ周知を行う仕組みを構築し、積

極的に周知を行う。 

調査研究の結果や収集資料を有機的に組み合

わせた啓発・教育のためのツールを作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）元島民等の援護 

   元島民等が置かれている特殊な事情及び元島

民の高齢化が進んでいる現状に鑑み、元島民等

が行う返還要求運動や後継者育成等の活動につ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）元島民等の援護 

   元島民等が置かれている特殊な事情に鑑み、

元島民等が行う返還要求運動や資料収集等の活

動について、それぞれの活動がより効果的に実
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第５期中期目標 第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

いて、より効果的な実施のための助言を含めた

支援を行う。 

   北方四島へのいわゆる自由訪問への支援につ

いて着実に実施する。特に、航空機による特別墓

参など、その時々の日露関係の変化等に応じた

内閣府等からの方針に基づき、体制の整備も含

め、機動的かつ適切に対応する。 

 

 

 

【指標】 

・ 元島民等の活動支援について、活動ごとに効

果的な実施等のための助言をきめ細かく実施す

る。 

・ 自由訪問への支援について、各年度の計画に

基づき、各回、適切に実施する（日露関係等の情

勢変化に応じた内閣府等の方針に基づき、体制

の整備も含め、機動的に対応することを含む。外

部要因により中止される場合を除く。）。 

 

［指標設定の考え方］ 

・ 元島民等の活動支援については、元島民等の

北方領土や北方領土問題への思いを多くの人々

や次世代に伝えていくため、財政的支援のみな

らず、効果的な実施等のための助言を行うこと

を目標として明示。 

・ 自由訪問への支援については、各年度の計画

に基づいて着実に実施することが重要であり、

いて、それぞれの活動がより効果的に実施され

るよう助言を含めた支援をきめ細かく行う。 

   北方四島へのいわゆる自由訪問への支援につ

いて、日露関係等の情勢変化に応じた内閣府等

の方針等に機動的かつ適切に対応することを前

提として、各年度の計画に基づき、各回、適切に

実施する。特に、航空機による特別墓参など、そ

の時々の日露関係の変化等に応じた内閣府等か

らの方針に基づき、体制の整備も含め、機動的か

つ適切に対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施されるよう、助言を含めた支援を行う。 

 

   北方四島へのいわゆる自由訪問への支援につ

いて、外部要因による中止等を除き、各年度の計

画に基づき、各回、適切に実施する。特に、航空

機による特別墓参など、その時々の日露関係の

変化等に応じた内閣府等からの方針に基づき、

体制の整備も含め、機動的かつ適切に対応する。 
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第５期中期目標 第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

特に、本中期目標期間においては、航空機を利用

した墓参を中心とする自由訪問（いわゆる航空

機による特別墓参）など、その時々の内閣府等の

方針に基づき、日露関係などの情勢変化に適切

に対応していくことが必要。 

 

（５）北方地域旧漁業権者等への融資 

   北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関

する法律（昭和 36年法律第 162 号）に基づき、

融資事業を適切に行う。その際、北方地域旧漁業

権者等が置かれている特殊な地位等に鑑み、親

身になってきめ細かな相談やサービスを行う。 

   融資メニューについては、社会情勢や利用者

ニーズを適切に踏まえ、必要に応じ、見直しを行

う。見直しに当たっては、現在の融資メニュー全

般にわたり、その実際の利用者の年齢、居住地

域、収入状況、利用目的、借入額等を資金種類別

にデータ化して分析を行うとともに、各種説明

会等での資格者からの要望等や公的機関等の統

計データを勘案し、不断に検討を行い、関係機関

とも協議の上、できる限り早期に改定の具体的

な内容等を決定する。 

   また、関係金融機関との連携を強化し、制度利

用の活性化・円滑化を進める。 

 

【指標】 

・ 個別の融資対象者の事業の経営と生活の安定

に向けた相談等の件数を前中期目標期間最終年

 

 

 

 

 

 

（５）北方地域旧漁業権者等への融資 

   北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関

する法律（昭和 36年法律第 162 号）に基づき、

融資事業を適切に行う。その際、北方地域旧漁業

権者等が置かれている特殊な地位等に鑑み、親

身になって融資に係るきめ細かな相談やサービ

スを行い、個別の融資対象者の事業の経営と生

活の安定に向けた相談等の件数を前中期目標期

間最終年度比増となるよう努める。 

関係金融機関との連携を強化し、制度利用の

活性化・円滑化を進める。 

融資メニューについては、社会情勢や利用者

ニーズを適切に踏まえ、必要に応じ、見直しを行

う。見直しに当たっては、現在の融資メニュー全

般にわたり、その実際の利用者の年齢、居住地

域、収入状況、利用目的、借入額等を資金種類別

にデータ化して分析を行うとともに、各種説明

会等での資格者からの要望等や公的機関等の統

計データを勘案し、不断に検討を行い、関係機関

とも協議の上、できる限り早期に改定の具体的

な内容等を決定するよう努める。 

融資事業継続の基礎となる貸付業務勘定の財

 

 

 

 

 

 

（５）北方地域旧漁業権者等への融資 

   北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関

する法律（昭和 36年法律第 162 号）に基づき、

融資事業を適切に行う。その際、北方地域旧漁業

権者等が置かれている特殊な地位等に鑑み、親

身になって融資に係るきめ細かな相談やサービ

スを行い、個別の融資対象者の事業の経営と生

活の安定に向けた相談等の件数を前中期目標期

間最終年度比増となるよう努める。 

   関係金融機関との連携を強化し、制度利用の

活性化・円滑化を進める。 

融資メニューについては、社会情勢や利用者

ニーズを適切に踏まえ、必要に応じ、見直しを行

う。 
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第５期中期目標 第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

度比増とする。［参考 令和３年度融資相談件

数：497 件］ 

・ 各年度において、貸付債権に占める金融再生

法開示債権の比率を協会と取引のある委託金融

機関の平均金融再生法開示債権比率以下に抑制

する。［参考 令和３年度平均金融再生法開示債

権比率実績：4.11％］ 

・ 社会情勢や利用者ニーズを適切に踏まえ、必

要に応じ、融資メニューの見直しを実施する。 

 

［指標設定の考え方］ 

・ 北方地域旧漁業権者等が置かれている特殊な

地位等に鑑み、親身になって事業の経営や生活

の安定に向けてきめ細かく相談等に応じること

により、政策金融としての信頼を向上させてい

くことが必要。 

・ 継続的・安定的に低利融資を行うため、融資事

業の目的と社会情勢に応じた適切な貸付審査と

貸付後の債権回収状況の把握が必要。 

・ 融資事業が、北方地域旧漁業権者等の事業経

営や生活の安定に資するものであるため、社会

情勢や利用者ニーズを適切に踏まえ、必要に応

じ、融資メニューの見直しを行うことを明示。 

 

４．業務運営の効率化に関する事項 

 

（１）業務の見直し 

   本中期目標期間初年度において、理事長がリ

務内容健全性維持のため、債権管理を適切に行

い、各年度において、貸付債権に占める金融再生

法開示債権の比率を協会と取引のある委託金融

機関の平均金融再生法開示債権比率以下に抑制

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．業務運営の効率化に関する目標を達成するため

にとるべき措置 

（１）業務の見直し 

   本中期目標期間初年度において、理事長がリ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．業務運営の効率化に関する目標を達成するため

にとるべき措置 

（１）業務の見直し 

   本中期目標期間初年度において、国民世論の
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第５期中期目標 第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

ーダーシップを発揮するため、職員に対して法

人のビジョンを明確に発信し、国民世論の啓発

を中心に、事業の有効性や費用対効果の検証を

行う。検証結果に基づき、既存事業の廃止や新規

事業の創設、人員配置の見直し、職員の関与の合

理化を含む改善・効率化を徹底的に行う。なお、

本中期目標が設定している指標等において行う

こととしている業務も含めて見直しを行うこと

とし、見直しの結果に基づき、必要に応じ、指標

の修正等を行う。 

また、各事業のＰＤＣＡサイクルを毎年度実

効的に機能させていく。 

   効果的な事業の実施のため、委託事業につい

ては、実施内容やその効果検証に主体的に関与

するとともに、助成事業については、所期の目的

が達成されているか等の観点から事後的な確認

を着実に行う。 

 

（２）業務運営の効率化に伴う経費節減等 

   運営費交付金を充当する業務について、業務

の効率化を進めることなどにより、一般管理費

（人件費、公租公課、事務所賃借料及び一時経費

を除く。）は、本中期目標期間最終年度における

当該経費の総額を、前中期目標期間最終年度に

対して、７％削減する。また、業務経費（特殊要

因に基づく経費、一時経費及び四島交流等事業

に要する傭船・運航に係る経費を除く。）につい

ては、毎年度、前年度比１％の経費の効率化を図

ーダーシップを発揮するため、職員に対して法

人のビジョンを明確に発信し、国民世論の啓発

を中心に、本中期目標の指標等において行うこ

ととされている業務も含めた事業の有効性や費

用対効果についての検証を行う。検証結果に基

づき、既存事業の廃止や新規事業の創設、人員配

置の見直し、職員の関与の合理化を含む改善・効

率化を徹底的に図るとともに、各事業のＰＤＣ

Ａサイクルを毎年度実効的に機能させるよう努

める。業務の見直しを踏まえ、必要に応じて、各

年度計画等において適切に業務の具体化を図

る。 

   委託事業については、実施内容やその効果検

証に主体的に関与するとともに、助成事業につ

いては、所期の目的が達成されているか等の観

点からの事後的な確認を着実に行う。 

 

 

（２）業務運営の効率化に伴う経費節減等 

運営費交付金を充当する業務について、業務

の効率化を進めることなどにより、一般管理費

（人件費、公租公課、事務所賃借料及び一時経

費を除く。）は、本中期目標期間最終年度におけ

る当該経費の総額を、前中期目標期間最終年度

に対して、７％削減する。また、業務経費（特

殊要因に基づく経費、一時経費及び四島交流等

事業に要する傭船・運航に係る経費を除く。）に

ついては、毎年度、前年度比１％の経費の効率

啓発を中心に、中期目標の指標等において行う

こととされている業務も含めた事業の有効性、

費用対効果についての検証を行う。検証結果に

基づき、既存事業の廃止、新規事業の創設、職員

の関与の合理化を含む改善・効率化の徹底を図

るとともに、各事業のＰＤＣＡサイクルを毎年

度実効的に機能させるよう努める。業務の見直

しを踏まえ、各年度計画等において適切に業務

の具体化を図っていく。 

委託事業については、実施内容やその効果検

証に主体的に関与するとともに、助成事業につ

いては、所期の目的が達成されているか等の観

点からの事後的な確認を着実に行う。 

 

 

 

 

 

（２）業務運営の効率化に伴う経費節減等 

運営費交付金を充当する業務について、業務

の効率化を進めることなどにより、一般管理費

（人件費及び一時経費を除く。）は、本中期目標

期間最終年度における当該経費の総額を、前中

期目標期間最終年度に対して、７％削減する。

また、業務経費（特殊要因に基づく経費、一時

経費及び四島交流等事業に要する傭船・運航に

係る経費を除く。）については、毎年度、前年度

比１％の経費の効率化を図る。 
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第５期中期目標 第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

る。 

 

（３）給与水準の適正化 

   役職員の給与水準については、政府の方針を

踏まえ、国家公務員の給与水準を十分に考慮し、

手当を含めた役員の報酬、職員の給与の在り方

について検証した上で適正化に計画的に取り組

むとともに、その検証結果や取組状況を公表す

る。 

   また、職員の勤務成績を給与等に反映するこ

とにより、職員の士気を向上させ、より効率的な

業務運営を図る。 

 

（４）調達の合理化等 

公正かつ透明な調達手続による適切で迅速か

つ効果的な調達を実現する観点から「独立行政

法人における調達等合理化の取組の推進につい

て」（平成 27 年５月 25日総務大臣決定）に基づ

き策定した「調達等合理化計画」を着実に実施す

る。契約は原則として一般競争入札等（競争入札

及び企画競争入札・公募をいい、競争性のない随

意契約は含まない。以下同じ。）によることとし、

一般競争入札等による場合であっても、特に企

画競争、公募を行う場合には、競争性、透明性が

確保される方法により実施する。 

一者応札の縮減のため、十分な公告期間の確

保や、新規参入者を考慮した仕様書の見直しな

どを図る。また、国民世論の啓発等の事業の実施

化を図る。 

 

（３）給与水準の適正化 

役職員の給与水準については、政府の方針を

踏まえ、国家公務員の給与水準を十分に考慮し、

手当を含めた役員の報酬、職員の給与の在り方

について検証した上で適正化に計画的に取り組

むとともに、その検証結果や取組状況を公表す

る。 

また、職員の勤務成績を給与等に反映するこ

とにより、職員の士気を向上させ、より効率的な

業務運営を図る。 

 

（４）調達の合理化等 

公正かつ透明な調達手続による適切で迅速

かつ効果的な調達を実現する観点から「独立行

政法人における調達等合理化の取組の推進に

ついて」（平成 27年５月 25 日総務大臣決定）に

基づき策定した「調達等合理化計画」を着実に

実施する。契約は原則として一般競争入札等

（競争入札及び企画競争入札・公募をいい、競

争性のない随意契約は含まない。以下同じ。）に

よることとし、一般競争入札等による場合であ

っても、特に企画競争、公募を行う場合には、

競争性、透明性が確保される方法により実施す

る。 

一者応札の縮減のため、十分な公告期間の確

保や、新規参入者を考慮した仕様書の見直しな

 

 

（３）給与水準の適正化 

役職員の給与水準については、政府の方針を

踏まえ、国家公務員の給与水準を十分に考慮し、

手当を含めた役員の報酬、職員の給与の在り方

について検証した上で適正化に計画的に取り組

むとともに、その検証結果や取組状況を公表す

る。 

また、職員の勤務成績を給与等に反映するこ

とにより、職員の士気を向上させ、より効率的な

業務運営を図る。 

 

（４）調達の合理化等 

公正かつ透明な調達手続による適切で迅速

かつ効果的な調達を実現する観点から「独立行

政法人における調達等合理化の取組の推進に

ついて」（平成 27年５月 25 日総務大臣決定）に

基づき策定した「調達等合理化計画」を着実に

実施する。契約は原則として一般競争入札等

（競争入札及び企画競争入札・公募をいい、競

争性のない随意契約は含まない。以下同じ。）に

よることとし、一般競争入札等による場合であ

っても、特に企画競争、公募を行う場合には、

競争性、透明性が確保される方法により実施す

る。 

一者応札の縮減のため、十分な公告期間の確

保や、新規参入者を考慮した仕様書の見直しな
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第５期中期目標 第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

に係る調達に当たって、受託先に対しても事業

の目標設定を求める。 

 

 

 

５．財務内容の改善に関する事項 

独立行政法人会計基準等により、運営費交付金の

会計処理として、業務達成基準による収益化が原則

とされていることを踏まえ、引き続き、収益化単位

の業務ごとに予算と実績を管理する体制を強化す

る。 

 

 

 

 

 

６．その他業務運営に関する重要事項 

（１）内部統制の充実・強化 

   法人としての説明責任を十分に果たすため、

理事長等からの指揮命令系統や情報伝達・共有

の仕組みなど意思決定プロセスを明確化、文書

主義の徹底を進める。 

   業務の有効性及び効率性、事業活動に関わる

法令等の遵守、財務報告等の信頼性を確保する

内部統制の充実・強化のため、監事と内部統制推

進部門との連携等による監事機能の実効性の更

なる向上や、前中期目標期間中に整備した内部

統制の仕組みが有効に機能しているかの点検・

どを図る。また、国民世論の啓発等の事業の実

施に係る調達に当たって、受託先に対しても事

業の目標設定を求める。 

 

 

（５）財務内容の改善 

独立行政法人会計基準等により、運営費交付

金の会計処理として、業務達成基準による収益

化が原則とされていることを踏まえ、引き続き、

収益化単位の業務ごとに予算と実績を管理する

体制を強化する。 

 

 

 

 

 

 

（６）内部統制の充実・強化 

法人としての説明責任を十分に果たすため、

理事長等からの指揮命令系統や情報伝達・共有

の仕組みなど意思決定プロセスを明確化すると

ともに、文書主義の徹底を図る。 

業務の有効性及び効率性、事業活動に関わる

法令等の遵守、財務報告等の信頼性を確保する

内部統制の充実・強化のため、監事と内部統制推

進部門との連携等による監事機能の実効性の更

なる向上や、前中期目標期間中に整備した内部

統制の仕組みが有効に機能しているかの点検・

どを図る。また、国民世論の啓発等の事業の実

施に係る調達に当たって、受託先に対しても事

業の目標設定を求める手法について検討し、実

施する。 

 

（５）財務内容の改善 

独立行政法人会計基準の改訂等により、運営

費交付金の会計処理として、業務達成基準によ

る収益化が原則とされたことを踏まえ、引き続

き、収益化単位の業務ごとに予算と実績を管理

する体制を強化する。 

財務内容等の透明性を確保し、協会の活動に

対する理解促進を図る観点から、決算情報・セグ

メント情報の公表の充実を進める。 

更なる自己収入の確保のための方策につい

て、具体的な検討を行う。 

 

（６）内部統制の充実・強化 

法人としての説明責任を十分に果たすため、

理事長等からの指揮命令系統や情報伝達・共有

の仕組みなど意思決定プロセスを明確化すると

ともに、文書主義の徹底を図る。 

業務の有効性及び効率性、事業活動に関わる

法令等の遵守、財務報告等の信頼性を確保する

内部統制の充実・強化のため、監事と内部統制推

進部門との連携等による監事機能の実効性の更

なる向上や、前中期目標期間中に整備した内部

統制の仕組みが有効に機能しているかの点検・
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第５期中期目標 第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

検証を通じた不断の見直しに取り組む。 

 

（２）公文書管理、個人情報保護、情報公開、情報

セキュリティ対策 

   内部統制の充実・強化と連動して、法人文書の

管理、個人情報の保護、情報公開について、法令

等に基づき、適正に対応する。その際、法令の改

正や行政機関における運用の動向等を十分に踏

まえ、規程の整備や組織としての意識・対応力を

向上させるための措置をとる。 

   情報セキュリティ対策については、政府機関

の情報セキュリティ対策のための統一基準群を

踏まえ、関係規程類を適時適切に見直し、整備す

る。これに基づき、情報セキュリティ対策を講

じ、情報システムに対するサイバー攻撃への防

御力、攻撃に対する組織的対応能力の強化に取

り組む。対策の実施状況を毎年度把握し、ＰＤＣ

Ａサイクルにより対策の改善を図る。 

 

（３）人事・労務管理 

   情勢変化に柔軟に対応するとともに、常に新

たな発想をもって業務を遂行していくため、ま

た、組織としての国際的なコミュニケーション

能力を向上するため、研修への参加の奨励や外

部組織との人材交流の検討等を含め、職員の意

向もより踏まえた柔軟な人員配置を通じたキャ

リア形成や計画的な人材の確保・育成の取組を

進める。また、上述の業務の大胆な効率化と相ま

検証を通じた不断の見直しを図る。 

 

（７）デジタル化による業務運営の効率化 

デジタル庁が策定した「情報システムの整備

及び管理の基本的な方針」（令和３年 12月 24 日

デジタル大臣決定）にのっとり、情報システムの

適切な整備及び管理を行うとともに、ＰＭＯ（ポ

ートフォリオ・マネジメント・オフィス）等の体

制整備を行う。また、情報システムについては、

投資対効果を精査した上で整備する。 

 

３．予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び

資金計画 

別 紙 

 

４．短期借入金の限度額 

【一般業務勘定】 

運営費交付金の出入に時間差が生じた場合、

不測な事態が生じた場合等に充てるため、短期

借入金を借り入れできることとし、その限度額

を年間５千万円とする。 

 

【貸付業務勘定】 

貸付に必要な資金に充てるため、短期借入金

を借り入れできることとし、その限度額を年間

14 億円とする。 

 

５．不要財産又は不要財産となることが見込まれる

検証を通じた不断の見直しを図る。 

 

（７）デジタル化による業務運営の効率化 

デジタル庁が策定した「情報システムの整備

及び管理の基本的な方針」（令和３年 12月 24日

デジタル大臣決定）にのっとり、情報システムの

適切な整備及び管理を行うとともに、ＰＭＯ（ポ

ートフォリオ・マネジメント・オフィス）の設置

等の体制整備を行う。また、情報システムについ

ては、投資対効果を精査した上で整備する。 

 

３．予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び

資金計画 

別 紙 

 

４．短期借入金の限度額 

【一般業務勘定】 

運営費交付金の出入に時間差が生じた場合、

不測な事態が生じた場合等に充てるため、短期

借入金を借り入れできることとし、その限度額

を年間５千万円とする。 

 

【貸付業務勘定】 

貸付に必要な資金に充てるため、短期借入金

を借り入れできることとし、その限度額を年間

14 億円とする。 

 

５．不要財産又は不要財産となることが見込まれる
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第５期中期目標 第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

って、長時間労働の防止、育児・介護等との両立

支援等の働き方改革を進め、職員の士気の向上、

働きやすい職場環境の整備を行う。 

 

（４）デジタル化による業務運営の効率化 

デジタル庁が策定した「情報システムの整備

及び管理の基本的な方針」（令和３年 12月 24 日

デジタル大臣決定）にのっとり、情報システムの

適切な整備及び管理を行うとともに、ＰＭＯ（ポ

ートフォリオ・マネジメント・オフィス）等の体

制整備を行う。また、情報システムについては、

投資対効果を精査した上で整備する。 

 

（５）温室効果ガスの排出の削減 

温室効果ガス削減のための取組を実施する。 

財産がある場合には、当該財産の処分に関する計

画 

該当なし 

 

６．重要な財産の処分等に関する計画 

低利な資金調達を可能にするため、長期借入金

の借入先金融機関に対し、基金資産 10億円を担保

に供するものとする。 

 

７．剰余金の使途 

剰余金は、職員の研修機会の充実、分かりやすい

情報提供の充実等に充てる。 

 

８．その他主務省令で定める業務運営に関する事項

（１）施設及び設備に関する計画 

啓発施設について、業務の適正かつ効率的な

実施の確保のため、業務実施上の必要性及び当

該施設の老朽化等に伴う施設の整備改修等を適

宜行う。 

 

（２）人事に関する計画 

① 方針 

       情勢変化に柔軟に対応するとともに、常

に新たな発想をもって業務を遂行していく

ため、また、組織としての国際的なコミュニ

ケーション能力を向上するため、研修への

参加の奨励や外部組織との人材交流の検討

等を含め、職員の意向もより踏まえた柔軟

財産がある場合には、当該財産の処分に関する計

画 

  該当なし 

 

６．重要な財産の処分等に関する計画 

低利な資金調達を可能にするため、長期借入金

の借入先金融機関に対し、基金資産 10 億円を担保

に供するものとする。 

 

７．剰余金の使途 

剰余金は、職員の研修機会の充実、分かりやすい

情報提供の充実等に充てる。 

 

８．その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

（１）施設及び設備に関する計画 

啓発施設について、業務の適正かつ効率的な

実施の確保のため、業務実施上の必要性及び当

該施設の老朽化等に伴う施設の整備改修等を適

宜行う。 

 

（２）人事に関する計画 

① 方針 

       情勢変化に柔軟に対応するとともに、常

に新たな発想をもって業務を遂行していく

ため、また、組織としての国際的なコミュニ

ケーション能力を向上するため、研修への

参加の奨励や外部組織との人材交流の検討

等を含め、計画的な人材の確保・育成を図



 

23 

 

第５期中期目標 第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

な人員配置を通じたキャリア形成や計画的

な人材の確保・育成を図る。また、上述の業

務の大胆な効率化と相まって、長時間労働

の防止、育児・介護等との両立支援等の働き

方改革を進め、職員の士気の向上、働きやす

い職場環境の整備を図る。 

 

② 人員に係る指標 

    （参考１） 

     １）期首の常勤職員数  22 人 

     ２）期末の常勤職員数  23 人 

 

    （参考２） 

     中期目標期間中の人件費総額見込み 

【法人単位】 1,136 百万円（非常勤役

員報酬を除く） 

 

（３）中期目標期間を超える債務負担 

    中期目標期間中の業務を効率的に実施するた

めに、次期中期目標期間にわたって契約を行う

ことがある。 

 

（４）公文書管理、個人情報保護、情報公開、情報

セキュリティ対策 

  内部統制の充実・強化と連動して、法人文書の

管理、個人情報の保護、情報公開について、法令

等に基づき、適正に対応する。その際、内閣府の

協力を得つつ、法令の改正や行政機関における

る。また、上述の業務の大胆な効率化と相ま

って、長時間労働の防止、育児・介護等との

両立支援等の働き方改革を進め、職員の士

気の向上、働きやすい職場環境の整備を図

る。 

 

 

② 人員に係る指標 

    （参考１） 

     １）期首の常勤職員数  19 人 

     ２）期末の常勤職員数  19 人 

 

    （参考２） 

     中期目標期間中の人件費総額見込み 

【法人単位】 1,010 百万円（非常勤役

員報酬を除く） 

 

（３）中期目標期間を超える債務負担 

    中期目標期間中の業務を効率的に実施するた

めに、次期中期目標期間にわたって契約を行う

ことがある。 

 

（４）公文書管理、個人情報保護、情報公開、情報

セキュリティ対策 

  内部統制の充実・強化と連動して、法人文書の

管理、個人情報の保護、情報公開について、法令

等に基づき、適正に対応する。その際、内閣府の

協力を得つつ、法令の改正や行政機関における
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第５期中期目標 第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

運用の動向等を十分に踏まえ、規程の整備や組

織としての意識・対応力を向上させるための措

置を講ずる。 

 情報セキュリティ対策については、政府機関

の情報セキュリティ対策のための統一基準群を

踏まえ、関係規程類を適時適切に見直し、整備す

ることに努めるとともに、これに基づき、情報セ

キュリティ対策を講じ、情報システムに対する

サイバー攻撃への防御力、攻撃に対する組織的

対応能力の強化を図るとともに、対策の実施状

況を毎年度把握し、ＰＤＣＡサイクルにより対

策の改善に努める。 

 

（５）温室効果ガスの排出の削減 

温室効果ガス削減のための取組を実施する。 

運用の動向等を十分に踏まえ、規程の整備や組

織としての意識・対応力を向上させるための措

置を講ずる。 

 情報セキュリティ対策については、政府機関

の情報セキュリティ対策のための統一基準群を

踏まえ、関係規程類を適時適切に見直し、整備す

ることに努めるとともに、これに基づき、情報セ

キュリティ対策を講じ、情報システムに対する

サイバー攻撃への防御力、攻撃に対する組織的

対応能力の強化を図るとともに、対策の実施状

況を毎年度把握し、ＰＤＣＡサイクルにより対

策の改善に努める。 
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独立行政法人北方領土問題対策協会 第５期中期計画（第５期中期計画（案）・第４期中期計画）（別紙） 

新旧対照表 
（赤字／下線は変更箇所） 

第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

（別 紙１－１） 

中 期 計 画 予 算 

（令和５年度～令和９年度） 

 

（法人全体）                   （単位：百万円） 

 
（注）四捨五入の関係で合計等は必ずしも一致しない。 
※ 貸付業務関係経費については、積算の根拠とすべき貸付金利息収入、借

入金の支払利息、貸倒れの発生等を事前に予測することが困難なため、令

和５年度予算をもとに積算したものであり、市場金利の変化等の要因によ

り変動するものである。 
 

（別 紙１－１） 

中 期 計 画 予 算 

（平成 30年度～平成 34年度） 

 

（法人全体）                   （単位：百万円） 

 
（注）四捨五入の関係で合計等は必ずしも一致しない。 
※ 貸付業務関係経費については、積算の根拠とすべき貸付金利息収入、借入

金の支払利息、貸倒れの発生等を事前に予測することが困難なため、30 年度

予算をもとに積算したものであり、市場金利の変化等の要因により変動する

ものである。 
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第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

［人件費の見積り］ 

期間中総額   一般業務勘定 746 百万円 

          貸付業務勘定 390 百万円 を支出する。 

  ただし、上記の額は、役員報酬（非常勤役員報酬を除く。）並びに職員基

本給、職員諸手当、超過勤務手当に相当する範囲の費用である。 

 

［運営費交付金算定方法］ ルール方式を採用 

 

［運営費交付金の算定ルール］ 

  毎年度の運営費交付金については、次の算定ルールを用いる。 

    運営費交付金＝人件費＋（北方対策事業費＋一般管理費）×β（消費 

           者物価指数）－自己収入見積額＋δ（特殊要因増減） 

       人件費＝基本給等＋社会保険料負担金＋児童手当拠出金＋退 

職手当 

      基本給等＝前年度の基本給等（役員報酬＋職員基本給＋職員諸手

当＋超過勤務手当）×（１＋給与改定率等） 

     一般管理費＝前年度の一般管理費（特殊要因、公租公課及び事務所

賃借料を除く）×α1（効率化係数）＋δ（特殊要因

増減） 

北方対策事業費＝前年度の事業経費（特殊要因を除く）×α2（効率化

係数）×γ（政策係数）＋δ（特殊要因増減） 

   α1、α2、β、γ、δについては、以下の諸点を勘案した上で、各年度

の予算編成過程において、当該年度における具体的な係数値を決定する。 

  α1（効率化係数）  ：一般管理費については、業務の効率化を進め、中

期目標の期間中、平均で前年度比 1.442％程度の

業務効率化を図る。 

α2（効率化係数）  ：北方対策事業費については、業務の効率化を進め、

毎年度、前年度に対して１％程度の業務の効率化

を図る。 

［人件費の見積り］ 

  期間中総額   一般業務勘定 620 百万円 

          貸付業務勘定 390 百万円 を支出する。 

  ただし、上記の額は、役員報酬（非常勤役員報酬を除く。）並びに職員基本

給、職員諸手当、超過勤務手当に相当する範囲の費用である。 

 

［運営費交付金算定方法］ ルール方式を採用 

 

［運営費交付金の算定ルール］ 

  毎年度の運営費交付金については、次の算定ルールを用いる。 

    運営費交付金＝人件費＋（北方対策事業費＋一般管理費）×β（消費 

           者物価指数）－自己収入見積額＋δ（特殊要因増減） 

       人件費＝基本給等＋社会保険料負担金＋児童手当拠出金＋退職 

           手当 

      基本給等＝前年度の（役員報酬＋職員基本給＋職員諸手当＋超過 

           勤務手当）×（１＋給与改定率等） 

     一般管理費＝前年度の一般管理費×α1（効率化係数） 

 

 

   北方対策事業費＝前年度の事業経費×α2（効率化係数）×γ（政策係数） 

   

 α1、α2、β、γ、δについては、以下の諸点を勘案した上で、各年度の

予算編成過程において、当該年度における具体的な係数値を決定する。 

  α1（効率化係数） ：一般管理費については、業務の効率化を進め、中期

目標の期間中、平均で前年度比 1.442％程度の業務の

効率化を図る。 

  α2（効率化係数） ：北方対策事業費については、業務の効率化を進め、 

             毎年度、前年度に対して１％程度の業務の効率化を 

             図る。 



 

27 

 

第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

  β（消費者物価指数）：前年度における実績値を使用。 

γ（政策係数）   ：国民に対して提供するサービスへの対応への必要

性主務大臣等の評価等を総合的に勘案し、具体的

な伸び率を決定する。 

  δ（特殊要因増減） ：法令改正等に伴い必要となる措置、現時点で予測

不可能な事由により、特定の年度に一時的に発生

する資金需要。 

〔注記〕 

中期計画予算の見積もりに当たっては、消費者物価指数の伸び率を年0％、

給与改定率の伸び率を年 0％、効率化係数を一般管理費については

98.558％、北方対策事業費については 99.0％、政策係数の伸び率を 0％と仮

定して計算している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  β（消費者物価指数）：前年度における実績値を使用。 

γ（政策係数）   ：国民に対して提供するサービスへの対応への必要性

主務大臣等の評価等を総合的に勘案し、具体的な伸び

率を決定する。 

  δ（特殊要因増減） ：法令改正等に伴い必要となる措置、現時点で予測不 

             可能な事由により、特定の年度に一時的に発生する 

             資金需要。 

〔注記〕 

中期計画予算の見積もりに当たっては、消費者物価指数の伸び率を年 0％、

給与改定率の伸び率を年 0％、効率化係数を一般管理費については 98.558％、

北方対策事業費については効率化係数を 99.0％、政策係数を 0％と仮定して

計算している。 
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第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

（別 紙１－２） 

中 期 計 画 予 算 

（令和５年度～令和９年度） 

 

（一般業務勘定）                 （単位：百万円） 

 

（注）四捨五入の関係で合計等は必ずしも一致しない。 

 

［人件費の見積り］ 

  期間中総額 746 百万円を支出する。 

  ただし、上記の額は、役員報酬（非常勤役員報酬を除く。）並びに職員基

本給、職員諸手当、超過勤務手当に相当する範囲の費用である。 

 
［運営費交付金算定方法］ ルール方式を採用 
 
［運営費交付金の算定ルール］ 
  毎年度の運営費交付金については、次の算定ルールを用いる。 

（別 紙１－２） 

中 期 計 画 予 算 

（平成 30年度～平成 34年度） 

 

（一般業務勘定）                 （単位：百万円） 

 

（注）四捨五入の関係で合計等は必ずしも一致しない。 

 

［人件費の見積り］ 

  期間中総額 620 百万円を支出する。 

  ただし、上記の額は、役員報酬（非常勤役員報酬を除く。）並びに職員基本

給、職員諸手当、超過勤務手当に相当する範囲の費用である。 

 

［運営費交付金算定方法］ ルール方式を採用 

 

［運営費交付金の算定ルール］ 

  毎年度の運営費交付金については、次の算定ルールを用いる。 
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第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

    運営費交付金＝人件費＋（北方対策事業費＋一般管理費）×β（消費 

           者物価指数）－自己収入見積額＋δ（特殊要因増減） 

         人件費＝基本給等＋社会保険料負担金＋児童手当拠出金＋退

職手当 

      基本給等＝前年度の基本給等（役員報酬＋職員基本給＋職員諸手

当＋超過勤務手当）×（１＋給与改定率等） 

     一般管理費＝前年度の一般管理費（特殊要因、公租公課及び事務所

賃借料を除く）×α1（効率化係数）＋δ（特殊要因

増減） 

北方対策事業費＝前年度の事業経費（特殊要因を除く）×α2（効率化

係数）×γ（政策係数）＋δ（特殊要因増減） 

   α1、α2、β、γ、δについては、以下の諸点を勘案した上で、各年度

の予算編成過程において、当該年度における具体的な係数値を決定する。 
  α1（効率化係数）  : 一般管理費については、業務の効率化を進め、中

期目標の期間中、平均で前年度比 1.442％程度の

業務効率化を図る。 

α2（効率化係数）  ：北方対策事業費については、業務の効率化を進め、

毎年度、前年度に対して１％程度の業務の効率化

を図る。 

  β（消費者物価指数）：前年度における実績値を使用。 

γ（政策係数）   ：国民に対して提供するサービスへの対応への必要

性主務大臣による評価等を総合的に勘案し、具体的

な伸び率を決定する。 

δ（特殊要因増減） ：法令改正等に伴い必要となる措置、現時点で予測

不可能な事由により、特定の年度に一時的に発生

する資金需要。 

〔注記〕 

  中期計画予算の見積もりに当たっては、消費者物価指数の伸び率を年0％、

給与改定率の伸び率を年 0％、効率化係数を一般管理費については

    運営費交付金＝人件費＋（北方対策事業費＋一般管理費）×β（消費 

           者物価指数）－自己収入見積額＋δ（特殊要因増減） 

       人件費＝基本給等＋社会保険料負担金＋児童手当拠出金＋退職

手当 

      基本給等＝前年度の（役員報酬＋職員基本給＋職員諸手当＋超過 

           勤務手当）×（１＋給与改定率等） 

     一般管理費＝前年度の一般管理費×α1（効率化係数） 

 

 

   北方対策事業費＝前年度の事業経費×α2（効率化係数）×γ（政策係数） 

 

   α1、α2、β、γ、δについては、以下の諸点を勘案した上で、各年度の

予算編成過程において、当該年度における具体的な係数値を決定する。 

  α1（効率化係数） ：一般管理費については、業務の効率化を進め、中期 

             目標の期間中、平均で前年度比 1.442％程度の業務 

             の効率化を図る。 

  α2（効率化係数） ：北方対策事業費については、業務の効率化を進め、 

             毎年度、前年度に対して１％程度の業務の効率化を 

             図る。 

  β（消費者物価指数）：前年度における実績値を使用。 

γ（政策係数）   ：国民に対して提供するサービスへの対応への必要性

主務大臣による評価等を総合的に勘案し、具体的な伸

び率を決定する。 

  δ（特殊要因増減） ：法令改正等に伴い必要となる措置、現時点で予測不

可能な事由により、特定の年度に一時的に発生する資

金需要。 

〔注記〕 

  中期計画予算の見積もりに当たっては、消費者物価指数の伸び率を年 0％、

給与改定率の伸び率を年 0％、効率化係数を一般管理費については 98.558％、
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第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

98.558％、北方対策事業費については 99.0％、政策係数の伸び率を 0％と仮

定して計算している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北方対策事業費については効率化係数を 99.0％、政策係数を 0％と仮定して

計算している。 
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第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

（別 紙１－３） 

中 期 計 画 予 算 

（令和５年度～令和９年度） 

 

（貸付業務勘定）                 （単位：百万円） 

 

（注） 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。 

※ 貸付業務関係経費については、積算の根拠とすべき貸付金利息収入、借入

金の支払利息、貸倒れの発生等を事前に予測することが困難なため、令和５年

度予算をもとに積算したものであり、市場金利の変化等の要因により変動する

ものである。 

［人件費の見積り］ 

期間中総額 390 百万円を支出する。 

ただし、上記の額は、役員報酬（非常勤役員報酬を除く。）並びに職員基本給、

職員諸手当、超過勤務手当に相当する範囲の費用である。 

 

（別 紙１－３） 

中 期 計 画 予 算 

（平成 30年度～平成 34年度） 

 

（貸付業務勘定）                 （単位：百万円） 

 

（注） 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。 

※ 貸付業務関係経費については、積算の根拠とすべき貸付金利息収入、借入金

の支払利息、貸倒れの発生等を事前に予測することが困難なため、30 年度予算

をもとに積算したものであり、市場金利の変化等の要因により変動するもので

ある。 

［人件費の見積り］ 

期間中総額 390 百万円を支出する。 

ただし、上記の額は、役員報酬（非常勤役員報酬を除く。）並びに職員基本給、

職員諸手当、超過勤務手当に相当する範囲の費用である。 
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第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

（別 紙２－１） 

収 支 計 画 

（令和５年度～令和９年度） 

 

（法人全体）                   （単位：百万円） 

 
（注）四捨五入の関係で合計等は必ずしも一致しない。 
（注記）当法人における退職手当については、内部規程に基づいて支給す

ることとなるが、その全額について、運営費交付金または補助金を財源と

するものと想定している。 
 
 

（別 紙２－１） 

収 支 計 画 

（平成 30年度～平成 34年度） 

 

（法人全体）                   （単位：百万円） 

 

（注）四捨五入の関係で合計等は必ずしも一致しない。 
（注記） 当法人における退職手当については、内規に基づいて支給すること

となるが、その全額について、運営費交付金または補助金を財源とするもの

と想定している。 
 
 



 

33 

 

第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

（別 紙２－２） 

収 支 計 画 

（令和５年度～令和９年度） 

 

（一般業務勘定）                 （単位：百万円） 

 

（注）四捨五入の関係で合計等は必ずしも一致しない。 
（注記）当法人における退職手当については、内部規程に基づいて支給す

ることとなるが、その全額について、運営費交付金を財源とするものと想

定している。 
 
 
 

（別 紙２－２） 

収 支 計 画 

（平成 30年度～平成 34年度） 

 

（一般業務勘定）                 （単位：百万円） 

 
（注）四捨五入の関係で合計等は必ずしも一致しない。 
（注記） 当法人における退職手当については、内規に基づいて支給すること

となるが、その全額について、運営費交付金を財源とするものと想定してい

る。 
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第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

（別 紙２－３） 

収 支 計 画 

（令和５年度～令和９年度） 

 

（貸付業務勘定）                 （単位：百万円） 

 
（注）四捨五入の関係で合計等は必ずしも一致しない。 
（注記）当法人における退職手当については、内部規程に基づいて支給す

ることとなるが、その全額について、補助金を財源とするものと想定して

いる。 
 

 

 

（別 紙２－３） 

収 支 計 画 

（平成 30年度～平成 34年度） 

 

（貸付業務勘定）                 （単位：百万円） 

 
（注）四捨五入の関係で合計等は必ずしも一致しない。 
（注記） 当法人における退職手当については、内規に基づいて支給すること

となるが、その全額について、補助金を財源とするものと想定している。 
 

 

 

 



 

35 

 

第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

（別 紙３－１） 

資 金 計 画 

（令和５年度～令和９年度） 

 

（法人全体）                   （単位：百万円） 

 

（注）四捨五入の関係で合計等は必ずしも一致しない。 
 
 
 
 
 
 
 
 

（別 紙３－１） 

資 金 計 画 

（平成 30年度～平成 34年度） 

 

（法人全体）                    （単位：百万円） 

 

（注）四捨五入の関係で合計等は必ずしも一致しない。 
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第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

（別 紙３－２） 

資 金 計 画 

（令和５年度～令和９年度） 

 

（一般業務勘定）                 （単位：百万円） 

 
（注）四捨五入の関係で合計等は必ずしも一致しない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（別 紙３－２） 

資 金 計 画 

（平成 30年度～平成 34年度） 

 

（一般業務勘定）                  （単位：百万円） 

 

（注）四捨五入の関係で合計等は必ずしも一致しない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

第５期中期計画（案） 第４期中期計画 

（別 紙３－３） 

資 金 計 画 

（令和５年度～令和９年度） 

 

（貸付業務勘定）   （単位：百万円） 

 
（注）四捨五入の関係で合計等は必ずしも一致しない。 

（別 紙３－３） 

資 金 計 画 

（平成 30年度～平成 34年度） 

 

（貸付業務勘定）   （単位：百万円） 

 

（注）四捨五入の関係で合計等は必ずしも一致しない。 
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